
◆日や場などの略字の見方は20ページ
◆対どなたでも、定特になし、￥無料、申不要（直接
会場へ）の場合は、記載なし

◆申に電話、ファクス、Ｅメール、Ｈ（市ホームペー
ジ）の記載がある場合は、その方法で申し込み可

アオ＝アオーレ長岡　　市セ＝市民センター
大手＝大手通庁舎　　　さい＝さいわいプラザ
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筆
記
の
派
遣

事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

対
公
的
機
関
で
の
手
続
き
、
医
療

機
関
で
の
受
診
・
検
査
な
ど　
申

利
用
の
１
週
間
前
ま
で
に
福
祉
窓

口
ア
オ
に
あ
る
申
請
書
で　
問
福

祉
課
ア
オ
Ｔ
39
・
２
３
４
３
、
Ｆ

32
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●
水
道
水
は
定
期
的
な
検
査
で　

厳
し
く
管
理
し
て
い
ま
す

　
市
は
毎
年
「
水
質
検
査
計
画
」

を
作
成
し
、
１
３
０
項
目
の
検
査

を
実
施
。
水
道
水
は
全
て
基
準
を

満
た
し
、
安
心
安
全
で
す
。
検
査

結
果
は
「
水
質
年
報
」
で
公
表
し

て
い
ま
す
。
計
画
な
ど
に
ご
意
見

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

場
情
報
ラ
ウ
ン
ジ
ア
オ
、
水
道
局
、

各
営
業
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

※
中
之
島
地
域
の
検
査
計
画
は
見

附
市
が
作
成
し
て
い
ま
す　
問
水

道
局
浄
水
課
Ｔ
22
・
２
１
６
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●
税
理
士
無
料
税
務
相
談（
要
予
約
）

日
４
月
21
日
㈬
午
前
９
時
30
分
〜

正
午　
場
・
申
税
理
士
会
長
岡
支

部
（
三
和
３
）
Ｔ
33
・
８
０
８
０

担
当
＝
市
民
税
課
ア
オ
Ｔ
39
・
２

２
１
２

●
多
重
債
務
相
談
日

　
弁
護
士
・
司
法
書
士
が
相
談
に

応
じ
ま
す
（
要
予
約
）。

日
４
月
14
日
㈬
・
21
日
㈬
・
28
日

㈬
午
後
１
時
30
分
〜
４
時　
場
・

申
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
市
セ
Ｔ
32

・
０
０
２
２

●
事
業
の
作
り
方
～
ゼ
ロ
イ
チ
力
～

　
新
規
事
業
の
創
出
方
法
を
オ
ン

ラ
イ
ン
で
紹
介
し
ま
す
。

日
４
月
16
日
㈮
午
後
６
時
30
分
〜

８
時　
講
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
ブ

レ
イ
ン
㈱
代
表
・
堤
孝
志
さ
ん　

定
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人
先
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申
Ｎナ

デ

ッ

ク
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Ｄ
ｅ
Ｃ　

Ｂベ
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ス

Ａ
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Ｅ
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ー
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問

産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
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ン
課
大
手
Ｔ

39
・
２
４
０
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▶
講
師
の
堤
さ
ん
。シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー

流
の
起
業
手
法
を
紹
介
し
ま
す

●
都
市
計
画
法
の
開
発
許
可
な
ど

の
規
制
が
強
化
さ
れ
ま
す

　
災
害
時
の
被
害
を
防
止
す
る
た

め
、
都
市
計
画
法
が
改
正
さ
れ
、

令
和
４
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
街
化
調
整

区
域
内
の
条
例
で
許
可
で
き
る
区

域
が
縮
小
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一

部
の
区
域
は
防
災
対
策
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
市
で
は
条
例
の
改
正

な
ど
を
今
年
度
中
に
行
う
予
定
で

す
。
詳
し
く
は
４
月
以
降
に
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
。
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課
大
手
Ｔ
39

・
２
２
２
６

意思疎通の手助けをしませんか
手話奉仕員養成講座（入門）
コース・日昼の部…６月10日～11月４日の毎週木
曜日午後１時30分～３時、夜の部…６月８日～11
月２日の毎週火曜日午後７時～８時30分（各計21

回）　場社会福祉センター（表町２）　対18歳以
上　定各15人抽選　￥各3,300円　申５月14日㈮
までに希望のコース、住所、氏名、年齢、職業、
電話番号、参加の動機を記入して、はがき〒940-
8501（住所記入不要）福祉課、Ｆ39・2256で　問
福祉課アオＴ39・2343

民生委員が高齢者など
のお宅を訪問します
問福祉総務課アオＴ39・2217

　高齢者世帯の状況把握および避難行動要支
援者名簿の作成支援のため、４月上旬から民
生委員・児童委員が訪問します。悩みや困り
ごとを聞き、相談内容に応じて必要な支援が
受けられるよう、地域の専門機関へとつなぎ
ます。

知っておこう！空き家対策
問都市政策課大手Ｔ39・2265

●空き家バンクに登録しませんか
　空き家を売りたい・貸したい人の物件情報を
市ホームページで公開し、利用希望者と所有者
の連絡調整をします。登録時の家財や仏壇の片
付け、清掃する費用などを補助します。
補助額＝対象経費の３分の２、上限20万円 

●所得税・住民税の特別控除の可能性も
　昭和56年５月31日までに建てられた家を、住
人が亡くなってから３年以内に解体し、売却す
ると所得税と住民税の特別控除があります。詳
しくはお問い合わせください。

犬の登録と
　狂犬病予防注射
問環境業務課Ｔ24・2837、各支所市民生活課

　犬の飼い主は、生後91日以上の犬を登録（生涯
１回）し、毎年１回狂犬病の予防注射を受けさせ
なければなりません。かかりつけの動物病院また
は下表の会場（いずれの地域でも可）で登録し予

防注射を受けさせてください。
￥登録済みの犬…3,250円、新規登録の犬…6,250
円（釣り銭のいらないようご用意ください）　持
郵送した狂犬病予防注射済票交付申請書（新規の
人は受付で記入）、料金
※動物病院で注射を受ける場合は、別途宅診料が

加算されます
★犬の死亡・市内転居、飼い主の変更の場合は、　
問い合わせ先に連絡してください（市ホームペ
ージからも手続きできます）

地域 期日 会場 時間
寺泊 4月6日㈫寺泊文化センター 13：30～15：00
与板 7日㈬与板保健センター 13：30～15：00

長岡 11日㈰ 市環境衛生センター（寿3）
9：30～11：30

13：30～15：30
中之島 12日㈪ 中之島コミュニティセンター 13：30～15：30
小国

13日㈫
小国支所庁舎裏車庫 10：00～11：30

越路 越路支所 13：30～15：30
山古志 15日㈭山古志支所前 13：50～14：30

地域 期日 会場 時間
和島 4月19日㈪ 和島支所職員駐車場内車庫 13：40～15：30

栃尾 21日㈬栃尾体育館
10：00～11：30
13：30～15：00

川口 23日㈮川口支所車庫前 14：00～15：20

長岡 25日㈰市環境衛生センター
9：30～11：30

13：30～15：30
三島 26日㈪ みしま体育館駐車場（喜芳隣）13：30～15：30

マナーとルールを守ろう
●犬や猫が、他人の庭や畑にふん尿をして困る
という苦情が寄せられています。散歩中のふん
は持ち帰り、尿はペットボトルなどに入れた水
で流しましょう。マナーを守らない場合は、３
万円以下の過料を科することがあります。

●「犬が人をかんだとき」は
飼い主とかまれた人、「犬が
行方不明になったとき」は飼
い主が、長岡保健所生活衛生
課（Ｔ33・4936）へ連絡して
ください。

地震に強い住宅が
命と財産を守る！
❶木造住宅耐震診断
対次の全てを満たす住宅①昭和56年５月31日以
前に建築した一戸建て②壁、柱、床、屋根など
の主要構造部の大部分が木造③現に住宅として
利用（併用住宅は２分の１以上が住宅部分）④
過去に耐震診断費の助成を受けていない　助成
額＝診断費から１万円を差し引いた額

❷木造住宅耐震改修
対次の全てを満たす住宅①昭和56年５月31日以
前に建築した一戸建て②壁、柱、床、屋根など
の主要構造部の大部分が木造③耐震診断の総合
評点が1.0未満（倒壊する危険性がある）と判
定　対象工事・助成額＝▷耐震改修工事と改修
設計、工事監理費に対する助成額の合計は、費
用のおおむね２分の１（上限120万円）▷部分
補強工事と改修設計、工事監理費に対する助成
額の合計は、費用のおおむね２分の１（上限85
万円）
※翌年度に耐震改修工事を希望する場合は９月

までにお問い合わせください

危険なブロック塀はすぐに対応を
❸ブロック塀などの撤去・改修
対象者＝ブロック塀などの所有者または管理者　
対象の塀＝避難施設へ向かう道にあり、倒壊の
恐れがあるブロック塀など　対象工事＝撤去、
改修（建て替え含む）　助成額＝工事経費の３
分の２（個人住宅は上限15万円、法人所有施設
は上限10万円）

◇　　　　　　◇
❶～❸いずれも　申９月17日㈮までに建築・開
発審査課大手Ｔ39･2226へ（診断・工事完了は
来年１月20日㈭まで）

ご存じですか？
福祉の手当や助成制度
　受給には申請が必要です。
　詳しくはお問い合わせください。

❶特別障害者手当
　在宅で常時介護が必要な最重度の障害のある人
に支給します（所得制限あり）。20歳未満の重度
障害児には、障害児福祉手当の支給制度がありま
す。
月額＝特別障害者手当27,350円、障害児福祉手当
14,880円　問福祉課障害活動係アオＴ39・2343

❷特別児童扶養手当
　在宅で心身に一定の障害のある児童（20歳未
満）を養育している父母などに支給します（所得
制限あり）。
月額＝１級（重度）52,500円、２級（中度）34,970
円　問福祉課障害活動係

❸精神障害者医療費助成制度
　精神疾患の治療に係る医療費の一部を助成しま
す（所得制限なし）。
助成額＝自己負担額(保険適用後)の３分の１　対
70歳未満で、自立支援医療（精神通院医療）に該
当する病気にかかっている人　有効期間＝申請月
の１日から３年後の前月末まで　問福祉課医療費
助成係Ｔ39・2319

▲民生委員の高井一芳さん（川崎
地区。左）と堀口明美さん（富曽
亀地区）

地
域
の
身
近
な
相
談
役
と
し
て
、

住
民
の
み
な
さ
ん
の
お
悩
み
に

対
応
し
ま
す
。
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

自己負担は
１万円！


